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立地適正化計画策定の背景と目的 

人口減少や少子高齢化、また近年頻発・激甚化する自然災害などの課題に直面する中、安心して暮らし続けるこ

とができるまちづくりの実現に向けた取組が求められています。 

本町は、町域に比して都市計画区域が小さく、都市計画区域の外側に居住している町民が多くいます。しかし、全

町民の生活を支える主要な都市機能は、大部分が都市計画区域内に立地しており、これらの施設を将来にわたって

維持するとともに、これらの施設にアクセスできるネットワークを維持・形成することが、全町民が将来にわたっ

て世羅町で暮らし続けるために重要です。 

世羅町立地適正化計画は、本町の中心部に集積している都市機能を維持し、全町民とつなぐ「コンパクト・プラ

ス・ネットワーク型」まちづくりを推進することを目的として策定しました。 

立地適正化計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画対象区域と目標年次 

対象区域：世羅甲山都市計画区域 

 

※ただし、全町民にとって必要な計

画であるとの認識に基づき、都市

計画区域外を含む全町域を視野に

入れ、策定します。 

 

目標年次：令和２７（２０４５）年  

 世羅町立地適正化計画       

世羅町イメージキャラクター 
せら坊 

概要版 

則す 則す 

○まち・ひと・しごと創生総合戦略 

〇地域公共交通計画 

〇国土強靭化地域計画 

〇地域防災計画 

○公共施設等総合管理計画 

〇空家等対策計画 他 

【関連計画】

連携 

備後圏域都市計画 
マスタープラン 

＜ 広島県 ＞ 

世羅町第２次⻑期総合計画 

＜ 世羅町 ＞ 

世羅町都市計画マスタープラン 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

世羅町⽴地適正化計画 
（都市機能や居住の維持・誘導） 
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まちの現状～課題～課題解決の方向性～将来像～まちづくりの方針 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能や居住
が集約された持
続可能な都市の
構築 

まちづくり
の課題 

世羅町の 
現状 

課題解決 
の方向性 

まちづくり
の方針 

方針１ 
生活者や来訪者、 
⼈と⼈との交流が 
盛んなまちの形成 

方針２ 
子育て世代や高齢者
等が住みたくなる 
居住環境の形成 

方針３ 
集落に住む⼈々が 
安心して住み続けられる
まちの実現 

公共施設の適正配
置や既存ストック
の有効活用による
効率的な都市経営 

自治センターを活
かし、地域特性に
応じた移動・輸送
サービスの確保 

防災・減災対策の
推進による安全・
安心な居住環境の
確保 

個性ある地域資源
を活かした町の魅
⼒や活⼒の維持・
創出 

⾏政⼈⼝の約 8 割を占める 
市街地地域外（集落部）での 

生活持続が困難に 

⼈⼝密度の低下により 
市街地地域の生活利便施設が撤退し、 
まち全体の生活利便性や活⼒が低下 

□人口 
・⾏政⼈⼝の約 8

割が市街地（用
途地域）外に居
住 

・64歳以下の⼈⼝
減少傾向が顕著 

・都市計画区域外
の⼈⼝減少が最
も顕著 

□観光・産業 
・年間 200 万⼈の

観光入込客があ
るが、市街地へ
の周遊が少ない 

・農業を基幹産業
とした６次産業
が盛ん 

・後継者不⾜によ
る耕地面積の減
少 

□公共交通 
・町⺠のほとんどは移動⼿段に自家用⾞を

利用 
・運転が出来ない時の移動⼿段の不安 
・利用者の減少による、公共交通の持続可

能性の低下 

□地域活動 
・住⺠自治組織の活

動拠点である自治
センターの存在 

市街地地域の都市機能の維持 

《都市機能の維持・誘導》 
 
・町⺠の⽇常生活を⽀える生活利便施設の維持 
・地域資源の活用や公共施設の再配置などによ

る町内外の⼈々の交流やにぎわいを増進させ
る環境の創出 

《市街地人口密度の維持》 
 
・若者、子育て世代、高齢者等あらゆる⼈が住み

たくなる居住環境の創出や公共交通サービス
と連携した居住誘導 

・災害リスクの低い地域への居住の誘導 

⇒既に都市機能の集積するエリアを中心とした都市機
能の維持・誘導、⼈⼝密度の維持を図る取組の展開 

 

市街地地域外における生活環境の維持 

《集落のコミュニティの活性化》 
 
・自治センターを核とした共助の仕組

みづくり 
 
 

《移動・輸送サービスの維持・充実》 
 
・集落に居ながら市街地の都市機能が

提供する生活サービスを受けること
ができる環境づくり（例︓移動販売、
買物場の創設、ＤＸの活用など） 

⇒地域コミュニティの維持や市街地の生活
サービスを受けられる取組の展開 

□⼟地利⽤・都市機能 
・市街地内に都市機

能施設が集積 
・町内に低未利用地

や活用可能な空家
が多数分布 

・住宅の新築は、用
途地域やその縁辺
の白地地域で活発 

□災害 
・用途地域の中央に 

洪水浸水想定区域 

将来像 いつまでも住み続けたい日本一のふるさと「農村都市せら」の実現 

市街地地域 市街地地域外 
対策を講じ
ない場合の

懸念 
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いつまでも住み続けたい日本一のふるさと 「農村都市せら」の実現に向けて 

□まちづくりの方針に基づく将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

方針１ 

生活者や来訪者、人と人との交流

が盛んなまちの形成 

方針２ 

子育て世代や高齢者等が住みた

くなる居住環境の形成 

 方針３ 

集落に住む人々が安⼼して住み続

けられるまちの実現 

市街地地域に⽴地している各種の

都市機能を維持するとともに、既

存ストックの有効活用を図ること

で、魅⼒的な市街地環境の創出や

都市的な生活サービスの提供を図

り、新たな創業・起業や雇用創出

の場としても活用されるまちづく

りを目指します。 

多様なライフスタイルやニーズ

に応じた居住環境の提供を図

り、子育て世代や高齢者等をは

じめ、あらゆる⼈が住みたくな

る、安全・便利で快適な居住の場

の形成を目指します。 

 市街地地域外の集落は、⼈や物の

移動等により市街地地域の都市機

能が提供する生活サービスを受け

ながら、慣れ親しんだコミュニテ

ィを守り、暮らし続けることがで

きるまちづくりを目指します。 

 

□将来都市構造                     □地域別まちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （世羅町都市計画マスタープランより） 



- 4 - 

町民の日常生活を支える『誘導施設』 

誘導施設は、町民の日常生活を支え都市機能誘導区域の都市機能の増進を図るために必要な施設のことです。 

都市計画運用指針では、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、次のような施設を誘導施設 

として定めることが考えられるとされています。 

①病院・診療所等の医療施設、通所介護事業所等の社会福祉施設、⼩規模多機能型居宅介護事業所、地域包括

⽀援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

②子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる保育所等の子育て⽀援施設、幼稚園や⼩学校等

の教育施設 

③集客⼒がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の⽂化施設や、スーパーマーケット等の商業施設 

④⾏政サービスの窓⼝機能を有する町役場等の⾏政施設 など 

資料：第 12 版 都市計画運用指針（国土交通省） 

本町は、都市計画区域外にも多くの人が暮らしていることから、各地域に必要なものは各地域で維持すること 

を基本とし、現在市街地中心部に立地している全町民を対象とする都市機能を誘導施設に位置付けます。 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

都市機能 
市街地中心部に⽴地し、 

全町⺠を対象とする都市機能 

主に施設の周辺住⺠など、 

利用者が限定される都市機能 

⾏政機能 
  

福祉機能 
  

子育て機能 
  

教育・⽂化機能 
 

 

 

商業機能 
  

医療機能 
  

⾦融機能 
  

    

 

 

誘導施設に位置付ける 

市街地中心部での維持・誘導 

（再整備等）を図る 

 

各地域で維持を図る 

役場 

消防署、警察署 

 

役場（支所） 

消防署（出張所）、警察署（駐在所） 
 

地域包括支援センター 

（保健福祉センター） 
高齢者福祉施設 

子育て世代包括支援センター 

（保健福祉センター） 

認定こども園 

保育所 

大規模小売店 

（売り場面積 1,000 ㎡超） 

病院 一般診療所、歯科診療所、調剤薬局 

郵便局 
銀行、信用組合 

農業協同組合 

図書館、文化センター 
スポーツ施設、小・中・高等学校 

自治センター 

小規模店舗、コンビニ 等 



- 5 - 

誘導区域（都市機能誘導区域と居住誘導区域） 

□誘導施設を維持する場となる『都市機能誘導区域』 

都市機能誘導区域とは、都市機能が集積し、周辺からアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区

域を設定するものです。全町民の日常生活を支えるため、世羅町都市計画マスタープランにおいて位置づけられて

いる「すでに都市機能が集積する本町の中心をなす中心拠点」を基本として、都市機能誘導区域を定めます。 

視 点 具体的な区域設定基準 

都市機能の集積 ・都市機能誘導施設から 300ｍ圏 
※ 300ｍはアンケート調査を参考に高齢者でも抵抗なく歩ける距離として設定 

公共交通の利便性 ・1 ⽇ 3 便以上運⾏するバス停から 300m 圏 

 

都市機能誘導区域の設定 

都市機能の集積及び公共交通の利便性の両⽅を満たす区域を基本とし、次の条件で区域を設定 

① 既存の都市機能誘導施設はすべて都市機能誘導区域に含める 

② 道路や河川等の地形地物や用途地域の境界等により設定する 

③ 大規模工場の敷地は、都市機能誘導区域から除外する 

 

□安全で便利に暮らすことができる『居住誘導区域』 

居住誘導区域とは、少子高齢化がますます進行することが予測される中にあっても、安全で利便性の高い居住の

場を維持することを目的として設定するものです。世羅町都市計画マスタープランにおいて位置づけられている

「中心拠点を含み、都市的土地利用が進められている市街地地域」を基本として、居住誘導区域を定めます。 

居住誘導区域の設定 

まちづくりの⽅針に基づき、次の条件で区域を設定 

① 徒歩で都市機能へのアクセスが可能なエリア 都市機能誘導区域 

② ⽐較的⼈⼝密度が高く近年住宅の新築が多い、利便性の高い地域 旧国道 184 号線沿い 

③ 災害リスクの高い区域や、居住を誘導することがふさわしくない区域を除外する 
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自然災害に強いまちづくりを推進するための『防災指針』 

□防災指針とは 

防災指針とは、近年特に頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高い地域を居住誘導区域から

除外するなど、居住や都市機能の誘導と併せて都市の自然災害に対する防災・減災の推進を図るための指針です。 

□世羅町の災害リスクの状況 

災害の種類 災害リスクの状況 

土砂災害 
土砂災害警戒区域（イエローゾーン）は、用途地域の縁辺部を中心に分布し、今高野山通り周辺など 

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に指定されている箇所もある。 

水災害 
1000 年に１度の降⾬量を想定した浸水想定最大規模の河川氾濫による浸水想定区域は、芦⽥川沿いに広く 

分布し、一部に 3ｍ以上の洪水浸水想定区域も分布している。 

地震災害 
液状化による被害発生の可能性がある区域が用途地域縁辺部を含み、都市計画区域の北部や⻄部に広がって 

いる。 

地形災害 
ため池浸水想定区域は、用途地域を含む広いエリアに分布しているが、2.0ｍを超えるような区域はなく、 

大部分が 0.5ｍ未満である。なお都市計画区域内に大規模盛土造成地はない。 

□取組方針 

居住誘導区域からの除外が難しい災害リスクが存在する区域については、地域特性を踏まえ、コミュニティの維

持や利便性等の様々な観点から、まちづくり全体の総合的なバランス、リスクの大きさに対する都市的土地利用を

継続することの意義等を考慮してリスクを回避、低減させるための取組により安全なまちづくりを推進します。 

□具体的な取組・スケジュール 

分
類 方針 

実施 

主体 

実施 

中 
具体的な取組 

スケジュール 
短期 中期 ⻑期 

災
害
リ
ス
ク
の
回
避 

安全な場所へ

の居住誘導 
県 町 ○ ハザードエリアにおける宅地開発や新築の抑制    

国 県 町  ハザードエリアから居住誘導区域への住宅移転の⽀援、勧告    

ハザードエリア

における 

防災対策 

県 ○ 国・県との連携による土砂災害警戒区域における砂防事業の促進    

町  土砂災害特別警戒区域内の既存住宅へ土砂災害対策改修工事を⽀援    

災
害
リ
ス
ク
の
低
減 

安全・安心・ 

円滑な避難 
町 ○ 安全な避難施設・避難路の確保    

町 ○ 災害ハザード情報の周知や防災・避難情報の伝達    

地域防災体制

の強化 
町 ○ 消防団や自主防災組織の活動⽀援    

町 ○ 防災士養成講座受講者⽀援    

ライフライン

の早期復旧 
町 ○ 水道管、下水管の耐震化    

町 ○ 浄化槽台帳の整理・充実    

建築物等の 

安全対策 
町 ○ 公共建築や住宅の耐震化の促進    

町 ○ 危険なブロック塀の点検・除去    

町 ○ 空家適正管理の啓発、⽼朽危険空家の除去⽀援    

災害に強い 

都市基盤の 

整備 

県 町 ○ 災害に強い道路ネットワークの構築    

県 町 ○ 公共土⽊構造物やため池等の⽼朽化対策    

町 ○ 消防利水施設の計画的配置・整備    
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コンパクト・プラス・ネットワーク型まちづくりの誘導施策と評価指標 

□計画を推進するための『誘導施策』 

まちづくりの方針 誘導施策 

方針１ 
生活者や来訪者、 
⼈と⼈との交流が 
盛んなまちの形成 

● 様々な都市機能の維持・誘導により、中心拠点の魅⼒を高め、町内のみならず町外も
含めた求心⼒を高めます。 

● 公共施設の集約・再配置、低未利用地の活用と連携した都市機能の誘導により、にぎ
わい、健康増進や多世代交流の活性化を図ります。 

● インターチェンジ周辺の交通ポテンシャルを活かした、市街地の回遊性や賑わいの向
上・拡大を図ります。 

方針２ 
子育て世代や高齢者等が
住みたくなる居住環境の
形成 

● 居住誘導区域では、安全かつ快適に住み続けられるよう、適切な規制や住環境の整備
を推進します。 

● 子育て世代や高齢者等が住みたくなる生活サービスの充実を図ります。 
● 空き地・空き家等の低未利用地を活用した定住・移住を促進します。 

方針３ 
集落に住む⼈々が安心し
て住み続けられるまちの
実現 

● 既存の集落地では、町の基幹的産業である農業の生産基盤や農業振興体制の整備を進
め、豊かな自然環境や優良な農地等との調和に配慮した居住環境の維持を図ります。 

● 集落地においても、市街地の都市機能が提供するサービスを利用しやすい、多様なネ
ットワークを構築します。 

● ⻄部地域拠点周辺は、⻄部地域における生活利便機能の中心的役割を果たす拠点とし
て、サービスの維持に努めます。 

□計画の達成状況を管理する『評価指標』と期待される効果 

評価指標 
基準年 

令和 6（2024）年 

中間年 

令和 17（2035）年 

目標年 

令和 27（2045）年 

都市機能誘導区域内の誘導施設数 22 22 22 

居住誘導区域内の⼈⼝密度 14.5 ⼈/ha 12.5 ⼈/ha 11.5 ⼈/ha 

防災士養成講座受講者数 3 ⼈/年 3 ⼈/年 3 ⼈/年 
せらまちタクシーの利用者のうち大⽥・ 

甲山地区が降⾞地となっている利用者数 
11,257 ⼈/年 9,657 ⼈/年 8,553 ⼈/年 

空き家バンクの成⽴数 9.4 件/年 11 件/年 13 件/年 
    

効果指標 
基準年 

令和 6（2024）年 

中間年 

令和 17（2035）年 

目標年 

令和 27（2045）年 

⼈⼝１⼈当たり⼩売業年間販売額の 

県平均に対する⽐率 

97.2％ 

（105.3 万円/⼈） 
97％ 97％ 

都市機能誘導区域内の商業地の地価 25,100 円/㎡ 22,600 円/㎡ 22,600 円/㎡ 

 

 

 

 

都市機能誘導区域内の誘導施設や居住誘導区域内の人口の維持、

公共交通の利用促進など、「コンパクト・プラス・ネットワーク

型」まちづくりを推進することで、世羅町における商業の活性化

や市街地の価値（地価）を維持し、人口減少下にあっても、町民

の暮らしを支えることができる、持続可能なまちづくりを目指し

ます。 
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計画の推進に向けて 

□届出制度 

（１）誘導施設に関する行為に必要な届出 

本計画の対象区域（都市計画区域）内における誘導施設の立地動向を把握するため、開発行為や建築等行為又

は休廃止を行う場合は、着手（休廃止）する日の 30 日前までに町長への届出が必要となります。 

届出の対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 

（２）住宅に関する行為に必要な届出 

居住誘導区域外における住宅開発等の動向を把握するため、法令により、居住誘導区域外で次の行為を行う場

合には、着手する日の 30 日前までに町長への届出が必要となります。 

 届出の対象となる⾏為 
居住誘導 

区域外 

開発 

⾏為 

３⼾以上の住宅の建築目的の開発⾏為 
届出 

必要 

１⼾⼜は２⼾の住宅の建築目的の開発⾏為で、規模が 1000 ㎡以上のもの 
届出 

必要 

建築等 

⾏為 

３⼾以上の住宅を新築しようとする場合 
届出 

必要 

建築物を改築し、⼜は建築物の用途を変更して３⼾以上の住宅とする場合 
届出 

必要 

□計画の見直し 

・ＰＤＣＡサイクルによる計画の進捗管理と見直し 

長期総合計画や都市計画マスタープラン等の上位・関連計画の見直し等と整合を図るとともに、ＰＤＣＡ 

サイクルによる進捗管理を行い、おおむね５年を目安に、必要に応じ計画の見直し・改定等を行います。 

・誘導施策の見直し 

誘導施策の見直しについては、計画の見直しに併せて行うものに加え、事業の実施状況や社会情勢、ニーズの 

変化に対応したものとするため、必要に応じて随時行うこととします。 

 

 

 

 

   
１ ２ ３ 

  発   行  /  世羅町 

     企画・編集  /  世羅町建設課 
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立地適正化計画の対象区域 （都市計画区域） 

都市機能誘導区域 

 休止 

廃止 

 建築等行為  開発行為 

 1000 ㎡以上 

１ ２ ３ １ ２ ３ 

   
１ ２ ３ 

   
１ ２ ３ 
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